
開催日時

開催場所

2023年10月27日（金曜日）
午前10時（受付開始午前９時30分）

株式会社ランドネット
証券コード：2991

東京都豊島区西池袋一丁目11番1号 
メトロポリタンプラザビル 12階
ステーションコンファレンス池袋
Room1

決議事項 第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　取締役６名選任の件
第３号議案　監査役３名選任の件
第４号議案　会計監査人選任の件

パソコン・スマートフォン等をご利用の方は、本招集ご通知の
主要コンテンツをこちらからもご覧いただけます。

https://s.srdb.jp/2991/

招集ご通知
第24回 定時株主総会
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証券コード 2991
2023年10月10日

（電子提供措置の開始日 2023年９月29日）
株 主 各 位

東京都豊島区南池袋一丁目16番15号
株 式 会 社 ラ ン ド ネ ッ ト
代表取締役
社 長 榮 章 博

第24回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第24回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ
トに「第24回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
●当社ウェブサイト （https://landnet.co.jp/ir/library/meeting/）

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

●東京証券取引所ウェブサイト
（https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show）
上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コード（2991）を入力・検索し、
「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を順に選択の上、ご覧ください。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面により議決権を行使することがで
きますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、2023
年10月26日（木曜日）午後７時までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬 具
記

１．日 時 2023年10月27日（金曜日） 午前10時（受付開始 午前９時30分）
２．場 所 東京都豊島区西池袋一丁目11番1号 メトロポリタンプラザビル12階

ステーションコンファレンス池袋 Room1
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３．目的事項
報告事項 １．第24期（2022年8月1日から2023年7月31日まで）事業報告、連結計算書

類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第24期（2022年8月1日から2023年7月31日まで）計算書類報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役６名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件
第４号議案 会計監査人選任の件

４．その他招集にあたっての決定事項
・代理人による議決権の行使は、議決権を有する株主の方１名に委任する場合に限られま
す。その場合、代理出席される株主様の議決権行使書用紙とともに、代理権を証明する
書面（委任状及び代理人により議決権を行使される株主様の議決権行使書用紙）を会場
受付にご提出ください。

・インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合はインターネットによる
議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

・インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内
容を有効として取り扱わせていただきます。

・議決権行使書に議案に対する賛否が表示されていない場合は、賛成の意思表示をされた
ものとして取り扱わせていただきます。

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
１．当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます

ようお願い申しあげます。また紙資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますよう
お願い申しあげます。

２．ご出席される株主の皆様へのお土産はご用意しておりませんのであらかじめご了承くださ
い。

３．電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載さ
せていただきます。

４．書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款第18条の規定に
基づき、下記の事項を記載しておりません。したがって、当該書面は監査報告を作成するに
際し、監査役及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。
・連結計算書類の連結注記表
・計算書類の個別注記表

【ご案内】株主懇親会のお知らせ
株主総会終了後に、株主懇親会の開催を予定しております。株主の皆様と当社役員との懇

親の機会をもたせていただきたく、お時間の許す株主様は引き続きご参加くださいますよう
お願い申し上げます。
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議決権行使についてのご案内

■ 事前に議決権を行使いただく場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入いただきご送
付ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合
は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

2023年10月26日（木曜日）午後７時必着行使期限

書面による議決権行使

■ 株主総会にご出席される場合
当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知をご持参いただく
とともに同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいま
すようお願い申しあげます。

次頁のインターネットによる議決権行使のご案内をご高覧の上、
画面の案内に従って、賛否を入力してください。

スマートフォンでの議決権行使は、「スマート行使」をご利用ください。

2023年10月27日（金曜日）午前10時（受付開始：午前９時30分）

2023年10月26日（木曜日）午後７時入力完了分まで

開催日時

行使期限

インターネットによる議決権行使

※�郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使とし
て取扱わせていただきます。

※�インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
※�インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使サイトが利用できない場合があります。
※�議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信費等は株主様のご負担となります。

 ご注意事項
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インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決
権行使ウェブサイトをご利用いただくことによってのみ可能です。

インターネットによる
議決権行使のご案内

「次へすすむ」をクリック

1.   議決権行使ウェブサイトにアクセスする

クリック

お手元の議決権行使書用紙に記載された「パスワード」
と実際にご使用になる「新しいパスワード」を入力し、

「登録」をクリック

3.   パスワードの入力

入 力

クリック

お手元の議決権行使書用紙に記載された「議決権
行使コード」を入力し、「ログイン」をクリック

2. ログインする

クリック

入 力

(受付時間9：00～21：00）

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート�専用ダイヤル

ふ0120-652-031

議決権行使ウェブサイトのご利用に関するお問い合わせ

アクセス手順について

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

https://www.web54.net

議決権行使ウェブサイト

「スマート行使」について
同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使
ウェブサイトログインQRコード」を読み取りいただくことにより、
「議決権行使コード」及び「パスワード」が入力不要でアクセスできます。

QR
コード

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権
行使ウェブサイトログインQRコード」をスマートフォンか
タブレット端末で読み取ります。

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサ
イトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・
「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたし
ます。
※�QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

2023年10月26日（木曜日）
午後７時まで

議決権
行使期限
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株主総会ライブ配信のご案内

会場にお越しいただかずに株主総会へ参加いただけるよう、インターネットによるライブ配信
を行います。なお、本ライブ配信はご視聴のみとなりますので、あらかじめインターネットなど
により議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

1. 配信日

2023年10月27日（金） 午前10時から株主総会閉会まで
※午前９時30分からログインが可能です

2. 当日の視聴方法
以下のURL又はQRコードよりライブ配信用ウェブサイトにアクセスしてください。本ライブ

配信のアクセス先及びID・パスワードは次のとおりです。

ライブ配信用ウェブサイト

https://v.srdb.jp/2991/2023soukai/

ID： LN241027

パスワード： A3tj24cC
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3. ライブ配信を視聴される株主様へのご注意事項
● ライブ配信をご視聴されましても、会社法上、株主総会への出席とは認められておりません。
また、ライブ配信において議決権の行使及び本総会の決議事項に関するご質問等はできません。
そのため３頁及び４頁のご案内に従って、事前に議決権をご行使くださいますようお願いいたします。

● ライブ配信は、システムトラブル等のためにご視聴できない場合があります。
また、通信環境の影響により、画像や音声の乱れあるいは一時断絶されるなどの通信障害が発生する可能性
があります。

● ライブ配信をご視聴される際のプロバイダヘの接続料金、通信事業者への通信料金等は株主様のご負担とな
ります。

● ライブ配信の視聴者は当社株主様に限定させていただきます。
● ライブ配信におけるID及びパスワードの第三者への提供は固くお断りいたします。
● ライブ配信の映像や音声データを複製、公開及び転載することや第三者に提供することを禁止いたします。

4. 株主総会へご出席される株主様へのご案内
● ご来場の株主様のプライバシーを配慮し、映像は議長席及び役員席付近のみとなります。
● 会場内における質疑応答の際は、個人を特定した撮影や名前の読み上げは行いません。
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株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
当期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして、次
のとおりお願いするものであります。
＜期末配当に関する事項＞
（１）配当財産の種類

金銭といたします。
（２）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金 18円50銭
配当総額 110,108,300円

（３）剰余金の配当が効力を生じる日
2023年10月30日
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第２号議案 取締役６名選任の件
取締役全員（６名）が本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役

６名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当社株式
の 数

１

【再任】

榮
さかえ

章
あき

博
ひろ

(1960年2月19日)

1987 年 ９月 株式会社大京入社
1988 年12月 株式会社大京住宅流通

(現株式会社大京穴吹不動産）入社
1998 年11月 株式会社サンクスレーベン入社
1999 年 ９月 当社設立

代表取締役社長（現任）
2013 年 ７月 日商朗透房屋股份有限公司設立

董事
2013 年 ７月 朗透地産有限公司（現日昇房屋有限公

司）設立
董事（現任）

2017 年 ５月 株式会社ブレインネット
代表取締役（現任）

2022 年 ４月 株式会社ランドネット九州
代表取締役

4,284,000株

【取締役候補者とした理由】
榮章博氏は、1999年９月の当社設立以来、不動産流通における豊富な経験を生かし、代表取締役

として経営の指揮を執り、また、自らの働く姿勢を見せて、企業価値の向上に貢献しております。当
社の更なる成長と発展のために適切な人材であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

２

【再任】

浦
うら

好
よし

之
ゆき

(1982年９月２日)

2005 年 10月 有限会社エルドラド入社
2006 年 ６月 当社入社
2014 年 ２月 当社第１営業部長
2014 年 10月 当社取締役第１営業部長（現任）

4,400株

【取締役候補者とした理由】
浦好之氏は、2006年６月の当社入社以来、不動産流通に係る経験から、取引先の拡大に貢献し、

また2014年10月からは取締役として、主要事業を牽引し、企業価値の向上に貢献しており、当社の
更なる成長と発展のために適切な人材であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当社株式
の 数

３

【再任】

塩
しお

尻
じり

直
なお

樹
き

(1981年11月22日)

2008 年 ５月 天洋産業有限会社入社
2009 年 12月 当社入社
2014 年 ２月 当社第５営業部長
2017 年 11月 当社取締役第２営業部長
2019 年 ２月 当社取締役横浜支店長
2020 年 ２月 当社取締役第２営業部長（現任）

2,200株

【取締役候補者とした理由】
塩尻直樹氏は、2009年12月の当社入社以来、支店開発を通じて取扱不動産のエリアの拡充に貢献

し、また2017年11月からは取締役として、主要事業を牽引し、企業価値の向上に貢献しており、当
社の更なる成長と発展のために適切な人材であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

４

【再任】

仲
なか

内
うち

好
よし

広
ひろ

(1979年８月４日)

2003 年 ４月 株式会社大京入社
2018 年 ３月 当社入社
2019 年 ２月 当社経営企画室長
2019 年 ８月 当社取締役経営企画室長（現任）

0株

【取締役候補者とした理由】
仲内好広氏は、不動産流通に係る経験、見識を有する他、事業戦略の計画立案についての幅広い経

験も併せて有しており、2019年８月の取締役就任以来、統制及び組織の構築を行い、企業価値の向
上に貢献しており、当社の更なる成長と発展のために適切な人材であると判断し、引き続き取締役候
補者といたしました。

５

【再任】

藤
ふじ

川
かわ

和
かず

之
ゆき

(1974年１月24日)

2001 年 ５月 卓照綜合法律事務所入所
2016 年 ７月 笹浪総合法律事務所設立 パートナー

弁護士（現任）
2018 年 10月 当社社外取締役（現任）

0株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
藤川和之氏は、弁護士として法律分野に係る豊富な経験と相当程度の見識を有しており、2018年

10月の社外取締役就任以来、不動産取引をはじめとした法律分野について、経営目線に立った客観的
な監督、助言等を行い企業価値の向上に貢献しており、当社の更なる成長と発展のために適切な人材
であると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当社株式
の 数

６

【再任】

高
たか

木
ぎ

友
とも

博
ひろ

(1954年６月８日)

1984 年 ４月 インターフィールドシステムズInc.入社
1988 年 10月 松下電器産業株式会社（現パナソニッ

ク株式会社）入社
1998 年 ４月 明治大学理工学部情報科学科 教授

(現任）
2004 年 ４月 カリフォルニア大学バークレー校コン

ピューターサイエンス学科 客員研究員
2004 年 ４月 日本学術振興会 学術システム研究セ

ンター 専門委員
2015 年 10月 株式会社デザインワン・ジャパン 社

外取締役（現任）
2017 年 ７月 Hamee株式会社 社外取締役
2019 年 10月 当社社外取締役（現任）
2022 年 ５月 ソーバル株式会社 社外取締役（現任）

0株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
高木友博氏は、大学教授として人工知能及びマーケティングにおける豊富な研究経験と相当程度の

知見を有しており、2019年10月の社外取締役就任以来、当社の基幹システム開発及び人工知能によ
る業務の統制システムに関して専門的な立場から監督、助言等を行い企業価値の向上に貢献しており、
当社の更なる成長と発展のために適切な人材であると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしま
した。

（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．取締役候補者榮章博氏の所有株式数には同氏の資産管理会社である株式会社ブレインネットが所有す

る株式数2,288,000株が含まれております。
３．取締役候補者榮章博氏は当社の大株主であり親会社等に該当します。
４．藤川和之氏及び高木友博氏は社外取締役候補者であります。
５．当社は取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役

がその職務の遂行に起因して損害賠償請求された場合の損害賠償金及び訴訟費用を当該保険契約によ
り補填することとしております。なお、当該保険契約の保険料は当社が全額負担しております。各取
締役候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を
同内容にて更新する予定であります。

６．当社は、藤川和之及び高木友博の両氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条
第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。両氏の取締役選任につき、ご承認いただ
いた場合には、当該責任限定契約を継続する予定であります。なお、当該責任限定契約に基づく損害
賠償責任の限度額は、法令が定める額を限度としており、また、責任限定が認められるのは、両氏が
その職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない場合に限られます。

７．当社は、取締役候補者藤川和之氏及び高木友博氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届
け出ております。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員として届け出る予定であ
ります。
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８．藤川和之氏は、現在当社の社外取締役ですが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をも
って５年となります。

９．高木友博氏は、現在当社の社外取締役ですが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をも
って４年となります。
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第３号議案 監査役３名選任の件
監査役全員（３名）が本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役

３名の選任をお願いするものであります。
また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位及び重要な兼職の状況

所有する
当社株式
の 数

１

【再任】

柳
やなぎ

久
ひさ

之
ゆき

(1952年５月20日)

1979 年10月 大京観光株式会社（現株式会社大京）
入社

1989 年 ８月 株式会社大京住宅流通（現株式会社大
京穴吹不動産）転籍

2005 年 ６月 同社 取締役
2008 年 ４月 株式会社アセットウェーブ 取締役常

務執行役員
2017 年11月 当社取締役営業推進部長
2019 年10月 当社監査役（現任）

0株

【監査役候補者とした理由】
柳久之氏は、営業部門、経営管理部門で取締役を歴任し、2019年10月から監査役を務め、その職

務・職責を適切に果たしております。当社の経営において客観的、中立的な監査を遂行することから、
引き続き監査役候補者として選任しております。

２

【新任】

東
あずま

浩
ひろし

(1961年１月26日)

1985 年 ４月 株式会社東京銀行（現株式会社三菱
UFJ銀行）入行

2014 年11月 最高裁判所司法研修所
2015 年12月 弁護士登録（第一東京弁護士会所属）
2015 年12月 田辺総合法律事務所入所

パートナー弁護士（現任）
2016 年 ７月 公認会計士登録
2019 年10月 株式会社第一ビルディング 社外監査

役（現任）
2019 年10月 相互住宅株式会社 社外監査役（現任）
2022 年 ４月 日本郵政株式会社グループコンダクト

向上委員会委員（現任）
2022 年 ８月 第一スマート少額短期保険株式会社

社外監査役
2023 年 ６月 第一生命保険株式会社 社外監査役

（現任）

0株

【社外監査役候補者とした理由】
東浩氏は、弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士として法務、会計、税務及び不動産に相当

程度の知見を有しており、その経験及び専門的な知識により、当社の経営について客観的、中立的な
監査を遂行いただきたいため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位及び重要な兼職の状況

所有する
当社株式
の 数

３

【新任】

森
もり
居
い
達
たつ
郎
お

(1964年４月17日)

1989 年10月 監査法人朝日新和会計社（現有限責任
あずさ監査法人）入所

1993 年 ３月 公認会計士登録
2002 年 ５月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査

法人）社員
2009 年 ５月 あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監

査法人）代表社員
2022 年 １月 森居総合公認会計士事務所設立 所長

（現任）
2022 年 ９月 トレノケートホールディングス株式会

社 社外監査役（現任）
2023 年 ３月 株式会社ルックホールディングス 社

外監査役（現任）

0株

【社外監査役候補者とした理由】
森居達郎氏は、公認会計士として財務、経理及び会計に相当程度の知見を有しており、その経験及

び専門的な知識により、当社の経営について客観的、中立的な監査を遂行いただきたいため、社外監
査役として選任をお願いするものであります。

（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．東浩氏及び森居達郎氏は社外監査役候補者であります。
３．当社は監査役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である監査役

がその職務の遂行に起因して損害賠償請求された場合の損害賠償金及び訴訟費用を当該保険契約によ
り補填することとしております。なお、当該保険契約の保険料は当社が全額負担しております。各監
査役候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を
同内容にて更新する予定であります。

４．当社は、現在の社外監査役との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損
害賠償責任を限定する契約を締結しております。東浩氏及び森居達郎氏の監査役選任につきご承認い
ただいた場合、当社は両氏との間で、同様の責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該責
任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を限度としており、また、責任限定が
認められるのは、両氏がその職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない場合に限られます。

５．監査役候補者東浩氏及び森居達郎氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であ
ります。
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第４号議案 会計監査人選任の件
会計監査人EY新日本有限責任監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任さ

れます。つきましては、監査役会の決定に基づき、新たに太陽有限責任監査法人を会計監査人
に選任することにつき、ご承認をお願いするものであります。
なお、監査役会が太陽有限責任監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、新たな視点の

監査が期待できることに加え、同監査法人の専門性、独立性、適切性、品質管理体制及び監査
報酬の水準等について総合的に検討を行った結果、適任であると判断したためであります。
会計監査人候補者は、次のとおりであります。

名 称 太陽有限責任監査法人
主たる事務所の所在地 東京都港区元赤坂一丁目２番７号 赤坂Ｋタワー22階

沿 革

1971年９月
1994年10月
2006年１月
2008年７月
2012年７月
2013年10月
2014年10月
2018年７月

太陽監査法人設立
グラントソントン インターナショナル加盟
太陽監査法人とASG監査法人が合併し太陽ASG監査
法人となる
有限責任組織形態に移行し、太陽ASG有限責任監査
法人となる
永昌監査法人と合併
霞が関監査法人と合併
太陽有限責任監査法人に社名変更
優成監査法人と合併

概 要

構成人員

被監査会社数

代表社員・社員
特定社員
公認会計士
公認会計士試験合格者等
その他専門職
事務職員
契約職員
合計

89名
４名

315名
239名
230名
100名
219名

1,196名
1,120社

以 上
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事 業 報 告

(自至 2022
2023

年
年

８
７

月
月

１
31

日
日 )

１．企業集団の現況に関する事項
（１） 事業の状況
① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の各種制限の緩和及び
５類感染症への移行により、インバウンド需要やサービス消費が回復傾向にあり、社会経済
活動は緩やかに正常へと向かっております。一方で、ウクライナ情勢の長期化による世界的
な原材料・エネルギー価格の高騰に起因する物価上昇の影響、円安の継続等、先行き不透明
な状況が続いております。
当社グループが所属する不動産業界の中古マンション市場では、公益財団法人東日本不動

産流通機構によると、2023年７月度の首都圏の中古マンションの成約価格は38ヶ月連続で
前年同月を上回る堅調ぶりを見せ、根強い需要が窺える状況であります。首都圏中古マンシ
ョンの成約平米単価については39ヶ月連続で前年同月を上回っているものの、その増加率
は比較的落ち着きつつある傾向が見受けられます。
このような市場環境の中、当社グループでは、市場動向の機微を注視しながらも、物件種

別やエリアを限定せず積極的に事業を展開しております。また、営業活動の促進を目的とし
た、先行投資としての採用活動も順調に進みました。その結果、当連結会計年度末における
従業員数は、前連結会計年度末比116名増の581名となり、採用費は増加しました。
顧客に対しては、その居住エリアを問わず全国の不動産を取引いただけるよう、電子媒介

契約やITを活用した重要事項説明（IT重説）を推進することにより、不動産取引のDX化に
向けた取組を継続しております。
こうした状況のもと、当連結会計年度の業績は、売上高63,647百万円（前連結会計年度

比22.7％増)、営業利益1,520百万円（同1.0％増)、経常利益1,362百万円（同1.9％減)、
親会社株主に帰属する当期純利益988百万円（同3.4％増)となりました。

② 設備投資の状況
当連結会計年度の設備投資は、総額1,779百万円で、その主なものは賃貸用不動産の購入

によるものであります。

③ 資金調達の状況
当連結会計年度の資金調達は、経常的な資金調達のみで、特に記載すべき事項はありませ

ん。
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（２） 財産及び損益の状況の推移

区 分 第21期
（2020年7月期）

第22期
（2021年7月期）

第23期
（2022年7月期）

第24期
（当連結会計年度）
（2023年7月期）

売 上 高 (千円) 35,773,981 41,163,009 51,870,742 63,647,613
経 常 利 益 (千円) 831,131 1,154,894 1,388,560 1,362,107
親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) 594,617 746,257 955,680 988,060
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 129.94 161.72 161.11 166.09
総 資 産 (千円) 8,398,358 12,117,118 15,400,618 19,959,480
純 資 産 (千円) 3,454,454 5,334,010 6,224,311 7,132,380
１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 754.91 900.10 1,047.53 1,195.86
（注）１．当社は、第22期より連結計算書類を作成しております。なお、第21期については金融商品取引法に

基づいて作成した連結財務諸表の数値を参考情報として記載しております。
２．当社は、2022年６月１日付で普通株式１株につき２株の割合で、2022年12月１日付で普通株式１

株につき２株の割合で株式分割を行っております。第21期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し
て１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額を算定しております。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第23期の期首から適
用しており、第23期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっており
ます。

（３） 重要な子会社の状況
会 社 名 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容

株式会社ランドインシュア 3百万円 100.0％ ランドネットの賃貸管理物件に対する家賃保証
株式会社ランドネット九州 10百万円 100.0％ 不動産売買事業及び不動産賃貸事業
日昇房屋有限公司 1.5百万元 100.0％ ランドネットの台湾居住の顧客に対する業務の代行
日商朗透房屋股份有限公司 １万ＨＫ＄ 100.0％ ランドネットの香港居住の顧客に対する業務の代行
（注）株式会社ランドネット九州は、2023年４月17日付で解散を決議し、清算手続き中であります。
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（４） 対処すべき課題
当社グループは、2024年７月期を初年度とする３カ年の「中期経営計画」を実現する

ために、特に以下を重要事項として考え、経営を推進していく予定です。
株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援を賜りますようお願い申しあげま

す。

① 大都市圏中心の支店展開
人口の減少と少子高齢化が進行する中、今後３大都市圏や地方中核都市を中心とした生

活圏や経済圏が一層構築されていくことが予想されております。当社グループでは、池袋
本社・横浜支店を軸に東京都全域、神奈川、埼玉、千葉方面への営業活動を行ってまいり
ました。2024年秋には渋谷支店の開設を予定しており、首都圏での営業活動を一層強化
してまいります。
その他の地域における支店展開の状況としては、2018年２月に大阪支店の開設、2021

年12月に福岡支店の開設を行い、それぞれ関西圏、九州圏における営業展開が可能とな
りました。なお、福岡支店は2023年内に同ビル内にて増床移転を予定しており、九州圏
での営業活動を一層強化してまいります。
当社グループでは売買と建築と賃貸の三位一体での拠点展開を考えており、多店舗 (小

規模な拠点）展開ではなく支店（規模の大きい拠点）展開を考えております。経済動向や
人口動態に注視しながら将来的には、他の地方中核都市（名古屋市、札幌市、仙台市）へ
の支店展開も検討してまいります。

② 幅広い商品の取り扱い
現在、当社グループではワンルームタイプ（登記簿面積30㎡未満のマンションをワン

ルームタイプと定義しております。）の区分所有マンションを中心に事業を展開しており
ますが、更なる収益拡大のため、ファミリータイプ（登記簿面積30㎡以上のマンション
をファミリータイプと定義しております。）の区分所有マンションや１棟アパート、１棟
賃貸マンション、戸建て、駐車場等、幅広い不動産についても積極的に取り扱ってまいり
ます。

③ 投資回収期間の短縮
仕入決済（売主から買主である当社への所有権移転）から売上決済（売主である当社か

ら買主への所有権移転）までの投資回収期間の短縮を図るため、棚卸資産回転率の向上に
努めております。また同時に、在庫滞留期間の長期化による商品評価損の計上等の在庫リ
スクの低減を図ってまいります。
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④ 更なる販路の拡大
当社グループでは多様な販売先を開拓することを対処すべき課題と捉えており、不動産

業者の他、実需層や一般投資家向けに販売を行う体制の強化を目指してまいります。
また、2019年４月には不動産特定共同事業（注）に参画し、現在新たなクラウドファンデ

ィングの開始に向けて準備を進めております。同事業を通じ、幅広い投資家に向けて不動
産投資への門戸を開き、その魅力を伝える活動を積極的に行ってまいります。

（注）2017年12月に施行された不動産特定共同事業法（2017年改正不特法）に基づくエクイテ
ィ型のクラウドファンディング事業。中古区分マンションを小口化し、共有持ち分として複
数の会員から出資を募り、その賃貸運用収益及び売却益を配当として会員に分配することを
想定しております。

⑤ 仕入れ強化について
当社グループの主力事業である不動産売買事業は、首都圏１都３県（東京都、神奈川

県、埼玉県、千葉県）、関西圏２府１県（大阪府、京都府、兵庫県）及び福岡県をはじめ
とする九州圏を中心に展開しておりますが、特に買取販売については、一般的には競合が
多く優良な不動産の仕入競争は熾烈な状況にあると言えます。しかし、当社グループで
は、物件数で約77万件の不動産データ（2023年７月31日現在）を有しており、当該デー
タベースに登録された不動産所有者に直接働きかけることで当該不動産所有者との直接取
引が実現しており、競合他社との優位性を獲得しております。
当連結会計年度においては、多様な物件の取引を促進するための取組として、戸建やア

パートのデータ取得を強化いたしました。今後も、「所有者情報」「物件情報」「売買取引
事例」「賃貸取引事例」「パンフレット情報」といった情報を絶えず収集していくととも
に、既存の情報は定期的に更新し、量・質の両面でデータベースをより強化してまいりま
す。

⑥ 台湾・香港市場及び海外市場での営業活動
当社グループは、2013年７月に台湾及び香港市場へ進出いたしました。現在において

は、中国の景気減速の影響を鑑みつつ投資動向と需要を見極め、引き続き日本の不動産の
紹介と賃貸管理を継続してまいります。
また、経済成長著しいアジア圏の投資意欲に応えながらも、人口増加の続くアメリカの

不動産にも着目し、国内投資家への紹介などを視野に新事業の展開を検討してまいりま
す。
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⑦ 優秀な人材の確保
当社グループでは、企業目標である「お客様のライフプランを実現する不動産運用顧

問」となる人材の獲得及び育成のため、様々な経営課題を克服し事業を拡大していくため
に、優秀な人材を確保し育成していくことが重要な課題であると認識しております。その
ために、当社グループでは新卒の定期的な採用や経験者の中途採用も積極的に実施してお
ります。また従業員に対しては継続的に営業スキルの向上やコンプライアンス、情報セキ
ュリティ対策等の研修を実施し、人材の育成と強化に取り組んでおります。従業員一人一
人の資質向上を図るとともに、今後も採用を継続し、優秀な人材の確保と育成に取り組ん
でいく方針であります。

⑧ 社内システムの整備・再構築
今後も当社グループを飛躍的に成長させるためには、当社グループが保管している情報

資産を最大限活用することが不可欠であると考えております。そのための施策として、各
事業部のシステム統合及びデータ連携を行うための新システムであるRCP（Real estate
Cloud Platform：リアルエステートクラウドプラットフォーム）の自社開発を行い、順
次機能のリリースを進めております。
RCPの第１次開発では、情報資産の有効活用による経営戦略及びマーケティング戦略策

定を迅速に行うと同時に、情報資産をクラウド上で複数所有することにより、事業継続計
画（BCP）の強化を行うことが可能となりました。
さらに第２次開発では、賃貸事業部門に係る基幹システムの開発を進めることにより、

事業部ごとに保管していた、創業当初から蓄積している約77万件（2023年７月31日現
在）の物件データを含む情報資産を融合させ、一層の収益力の向上を目指してまいりま
す。
RCP開発を進めていくことは競争優位性の確保に大いに資するものと考えております。

⑨ コーポレート・ガバナンスの強化
当社グループの継続的な事業の発展及び信頼性の向上のためには、コーポレート・ガバ

ナンスの充実に取り組むことが重要であると認識しております。
当社グループでは、監査役と内部監査室及び会計監査人との連携の強化、定期的な内部

監査の実施、経営陣や従業員に対する研修の実施等を通じて、内部管理体制の一層の強化
に取り組んでいく方針であります。

⑩ リスク管理体制の強化
当社グループでは、主要なリスクとして、戦略リスク、災害リスク、オペレーショナル

リスク、財務リスク、情報リスクの５つを認識し、これらのリスクを事前に回避すること
及び万一リスクが顕在化した場合の当社グループの被害の最小化を図ることが必要である
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と考えております。そのために、リスクマネジメント活動を推進するとともに、リスク管
理体制を強化するために、リスクごとに想定される動機、原因及び背景を踏まえて、リス
クの洗い直しを実施してまいります。近年対応が急務となっている情報リスクに対する対
応としては、体系的な情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）導入を目的とし
たISO/IEC27001を2018年５月に認証取得しており、情報リスクの低減に全社一丸とな
って取り組んでおります。
また、必要に応じた社内教育を継続して実施するとともに、内部監査計画に基づく定期

監査を実施し、リスク管理体制の継続的な強化を進めております。

⑪ 資金調達力の強化
当社グループは、主に借入金により不動産の買取資金を調達しておりますが、市況の変

化に左右されず、安定的な資金調達を行うためには、財務基盤の充実と適切な情報発信を
行う必要があると考えております。そのために、常に様々な角度から当社グループの置か
れている状況を分析した上で、定期的に金融機関への業況説明を行い、金融機関との相互
理解の深化を図っております。その結果として、当連結会計年度末現在において、大手金
融機関を含む各金融機関から当座貸越枠約定に基づく総額62.5億円の資金調達枠の確保を
しております。今後も、更なる業務拡大のため、資金調達力強化を進めてまいります。
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（５） 主要な事業内容（2023年７月31日現在）
当社グループは、中古不動産の買取販売、買取り後のリフォーム・リノベーション、仲介

及び賃貸不動産の管理を主たる事業としております。

（６） 主要な営業所及び支店等（2023年７月31日現在）
① 当社

名 称 所 在 地
本社 東京都豊島区
横浜支店 神奈川県横浜市西区
大阪支店 大阪府大阪市北区
福岡支店 福岡県福岡市中央区
（注）横浜支店は、2023年１月に神奈川県横浜市西区の「横浜天理ビル」内において増床移転いたしました。

② 子会社
名 称 所 在 地

株式会社ランドインシュア 東京都豊島区
株式会社ランドネット九州 福岡県福岡市中央区
日昇房屋有限公司 台北市中山区
日商朗透房屋股份有限公司 QUEENSWAY HONG KONG
（注）株式会社ランドネット九州は、2023年４月17日付で解散し、清算手続き中であります。
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（７） 従業員の状況（2023年７月31日現在）
① 企業集団の従業員の状況

事業区分 従業員数 前連結会計年度末比増減

不動産売買事業 337（２）名 ＋69（－１）名

不動産賃貸管理事業 49（６）名 ＋９（±０）名

全社（共通） 195（68）名 ＋38（＋５）名

合計 581（76）名 ＋116（＋４）名
（注）１．従業員数は就業人員数であります。

２．従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の最近１年間の平均人数であります。
３．臨時従業員はパート及びアルバイト社員であります。
４．全社（共通）は、管理部、人事部、総務部、プラットフォーム開発部、情報システム部、データ戦略

部、経理部、審査部、経営企画室、営業企画部、内部監査室の従業員数であります。

② 当社の従業員の状況
従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

581（76）名 ＋116（＋４）名 30.1歳 3.5年

（注）１．従業員数は就業人員数であります。
２．従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の最近１年間の平均人数であります。
３．臨時従業員はパート及びアルバイト社員であります。
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（８） 主要な借入先（2023年７月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株式会社徳島大正銀行 1,535,448千円
株式会社りそな銀行 881,300千円
株式会社東京スター銀行 846,536千円
株式会社千葉銀行 692,768千円
株式会社東日本銀行 674,034千円
株式会社三井住友銀行 631,950千円
株式会社LIXILホームファイナンス 500,870千円
株式会社三菱UFJ銀行 318,900千円
株式会社みずほ銀行 191,500千円

（９） その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２．会社の状況に関する事項
（１） 株式の状況（2023年７月31日現在）
① 発行可能株式総数 23,743,200株
② 発行済株式の総数 5,951,800株
③ 株主数 669名
④ 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
株 式 会 社 ブ レ イ ン ネ ッ ト 2,288,000株 38.44％
榮 章 博 1,996,000株 33.54％
片 貝 哲 太 327,300株 5.50％
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （信 託 口） 249,400株 4.19％
フ ァ － ス ト ヴ ィ レ ッ ジ 株 式 会 社 160,000株 2.69％
ラ ン ド ネ ッ ト 従 業 員 持 株 会 124,100株 2.09％
芥 好 夫 78,000株 1.31％
猪 俣 崇 53,500株 0.90％
上 田 八 木 短 資 株 式 会 社 51,000株 0.86％
楽 天 証 券 株 式 会 社 47,000株 0.79％
（注）１．自己株式は保有しておりません。

２．持株比率は、小数点第３位を四捨五入して表示しております。

⑤ その他株式に関する重要な事項
株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として、2022年12月１日付で１株

につき２株の割合をもって株式の分割を実施いたしました。
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（２） 新株予約権等の状況
① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株
予約権の状況
イ．2019年３月18日開催の取締役会決議による第２回新株予約権

・新株予約権の払込金額 払込を要しない
・新株予約権の行使価額 １株につき465円 （注）１
・新株予約権の行使条件 （注）２
・新株予約権の行使期間 2021年３月18日から

2028年３月17日まで
・当社役員の保有状況

第２回
新株予約権

目的となる株式の
種類及び数 （注）１ 保有者数

取締役
(社外取締役を除く) 20個 普通株式8,000株 ３名

社外取締役 ―個 ― ―名
監査役
(社外監査役を除く) 13個 普通株式5,200株 １名

社外監査役 ―個 ― ―名
（注）１ 当社は、2022年６月１日付で普通株式１株につき２株の割合で、2022年12月１日付で普通株式１

株につき２株の割合で株式分割を実施しており、目的となる株式の数及び行使価額は調整されており
ます。

２（１）当社普通株式にかかる株式公開があった場合に限り、新株予約権を行使することができる。
（２）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
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ロ．2021年12月10日開催の取締役会決議による第６回新株予約権
・新株予約権の払込金額 １個につき1,950円
・新株予約権の行使価額 １株につき1,522.5円 （注）１
・新株予約権の行使条件 （注）２
・新株予約権の行使期間 2023年12月11日から

2031年12月10日まで
・当社役員の保有状況

第６回
新株予約権

目的となる株式の
種類及び数 （注）１ 保有者数

取締役
(社外取締役を除く) 19個 普通株式3,800株 ２名

社外取締役 ―個 ― ―名
監査役
(社外監査役を除く) １個 普通株式200株 １名
社外監査役 ―個 ― ―名
（注）１ 当社は、2022年６月１日付で普通株式１株につき２株の割合で、2022年12月１日付で普通株式１

株につき２株の割合で株式分割を実施しており、目的となる株式の数及び行使価額は調整されており
ます。

２（１）新株予約権の割り当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は2023年７月期から2027
年７月期までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書（連結損益計算書を作成していな
い場合には損益計算書）に記載された経常利益が、1,580百万円を超過した場合にのみ、これ以
降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における経常利益の判定に際しては、適用
される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結
損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書）に記載された実績数値で判
定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業
買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。

（２）新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役
又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由が
あると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

（３）新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
（４）本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超

過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
（５）各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。
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（３） 会社役員の状況
① 取締役及び監査役の状況（2023年７月31日現在）
地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 榮 章 博 株式会社ブレインネット代表取締役
日昇房屋有限公司董事

取 締 役 浦 好 之 第１営業部長
取 締 役 塩 尻 直 樹 第２営業部長
取 締 役 仲 内 好 広 経営企画室長
社 外 取 締 役 藤 川 和 之 笹浪総合法律事務所パートナー弁護士

社 外 取 締 役 高 木 友 博
明治大学理工学部情報科学科教授
株式会社デザインワン・ジャパン社外取締役
ソーバル株式会社社外取締役

常 勤 監 査 役 柳 久 之 ―
社 外 監 査 役 河 野 次 郎 アトムキャピタルマネジメント株式会社非常勤取締役
社 外 監 査 役 亀 田 茂 株式会社新星コンサルタント設計課長
（注）１．取締役藤川和之氏及び高木友博氏は社外取締役であります。

２．監査役柳久之氏は、経理部門を管掌とする管理部長の経験を有し、財務及び会計に関する相当程度
の知見を有するものであります。

３．監査役河野次郎氏及び亀田茂氏は社外監査役であります。
４．当社は、社外取締役藤川和之氏及び高木友博氏、社外監査役河野次郎氏及び亀田茂氏を株式会社東京

証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５．代表取締役社長榮章博氏は、株式会社ランドネット九州の代表取締役を兼任しておりましたが、

2023年４月17日付で同社が解散したことに伴い、同社代表取締役を退任しております。

② 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は役員及び執行役員全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被

保険者である役員がその職務の遂行に起因して損害賠償請求された場合の損害賠償金及び訴訟
費用を当該保険契約により補填することとしております。なお、当該保険契約の保険料は当社
が全額負担しております。

③ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役の全員との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、

同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該責任限定
契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を限度としており、また、責任限定が
認められるのは、職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない場合に限られます。
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④ 取締役及び監査役の報酬等の額
イ．取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 支給人員 支給額
取締役 ６名 83,319千円

（うち社外取締役） （２名） （15,600千円）
監査役 ３名 12,000千円

（うち社外監査役） （２名） （6,000千円）
合 計 ９名 95,319千円

(注）１．取締役の報酬限度額は、2014年８月１日開催の臨時株主総会において年額150百万円以内（ただ
し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。なお、当該株主総
会終結時点の取締役の員数は３名であります。

２．監査役の報酬限度額は、2005年９月20日開催の定時株主総会において年額30百万円以内と決議い
ただいております。なお、当該株主総会終結時点の監査役の員数は１名であります。

ロ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定方針に関する事項
・当該方針の決定の方法

当社は、役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、代表取締役社長、取締役
（常勤、非常勤）、監査役（常勤、非常勤）それぞれに上限と下限を設けた役員報酬規程を
2014年８月１日の取締役会において制定しております。また、当社は指名委員会等設置
会社ではありませんが、取締役の報酬の決定に当たっては、任意の諮問委員会として、社
外取締役及び代表取締役社長で構成される指名報酬委員会の審議を経ることで客観性及び
透明性を担保しております。

・当該方針の内容の概要
世間水準、経営内容及び従業員給与とのバランス等を考慮して決定することとしており

ます。なお、当社の役員報酬は原則として定期同額の役員報酬のみで報酬額を定めてお
り、業績連動報酬は定めておりません。

・当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締
役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、任意の指名報酬委員会にて原案に

ついて決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的に
その答申を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。

・取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長榮章博氏に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任して

おります。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について
評価を行うには、代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された
内容の決定にあたっては、事前に任意の指名報酬委員会がその妥当性等について審議して
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おります。

⑤ 社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・社外取締役藤川和之氏は、笹浪総合法律事務所パートナー弁護士であります。同事務所

と当社との間には特別な関係はありません。
・社外取締役高木友博氏は、明治大学理工学部情報科学科教授並びに株式会社デザインワ

ン・ジャパン社外取締役及びソーバル株式会社社外取締役であります。各兼職先と当社
との間には特別な関係はありません。

・社外監査役河野次郎氏は、アトムキャピタルマネジメント株式会社非常勤取締役であり
ます。同社と当社との間には特別な関係はありません。

・社外監査役亀田茂氏は、株式会社新星コンサルタント設計課長であります。同社と当社
との間には特別な関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況
区 分 氏 名 出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の

概要

社外取締役 藤川 和之

当事業年度に開催された取締役会28回のうち27回に出席いたしました。取
締役会では主に弁護士としての専門的見地から積極的に意見を述べており、
特に不動産取引に係る法務及びコンプライアンスについての専門的な立場か
ら監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するために適
切な役割を果たしております。

社外取締役 高木 友博

当事業年度に開催された取締役会28回全てに出席いたしました。取締役会
では主に人工知能を用いたシステム開発やマーケティングに関する専門的見
地から当社の基幹システム開発における外部環境的、内在的なリスクについ
て、監督、助言等を行うなど、意思決定や業務執行に関する妥当性・適正性
を確保するために適切な役割を果たしております。

社外監査役 河野 次郎

当事業年度に開催された取締役会28回のうち27回に出席いたしました。ま
た監査役会14回全てに出席いたしました。主に金融機関で培ったコンプラ
イアンスに係る専門的見地から、適宜発言を行っており、業務執行に対する
監督等適切な役割を果たしております。

社外監査役 亀田 茂

当事業年度に開催された取締役会28回のうち27回に出席いたしました。ま
た監査役会14回全てに出席いたしました。主に建設分野に係る専門的見地
から、適宜発言を行っており、業務執行に対する監督等適切な役割を果たし
ております。
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（４） 会計監査人の状況
① 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

② 報酬等の額
支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 37,200千円
当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 37,200千円
(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の

監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、
必要な検討を行った上で、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っておりま
す。

③ 非監査業務の内容
該当事項はありません。

④ 重要な子会社の計算関係書類監査を行う者に関する事項
当社の重要な子会社のうち、日商朗透房屋股份有限公司は当社の会計監査人以外の公認会

計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む）の監査
（会社法又は金融商品取引法（これらの法律に相当する外国の法令を含む）の規定によるも
のに限る）を受けております。

⑤ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められ

る場合は、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後
最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いた
します。

2023年09月28日 15時25分 $FOLDER; 31ページ （Tess 1.50(64) 20221223_01）



― 31 ―

（５） 業務の適正を確保するための体制及びその運用状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、当社の業務の適正を確保するための体制整備

を目的として、以下の「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決議しております。

① 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、コンプライアンスに係る社内規程を定める。これに基づいて、統括責任者として

担当役員を置き横断的に統括するとともに、企業倫理及び遵法精神に基づく企業行動の徹底
を図る。
取締役会を定期的に開催する等、取締役が相互に職務執行の法令・定款適合性を監視する

ための十分な体制を構築する。
また、相談・通報体制を設け、役員及び従業員等が社内においてコンプライアンス違反行

為を防止する体制を構築するものとする。なお、当社は、通報内容を秘守し、通報者に対
し、不利益な扱いを行わない。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の職務に係る情報を、社内規程に基づき文書又は電磁的媒体に記録し、統

括責任者として担当役員を置き、その所轄下に事務局機能を有する部署を設けて全社的な管
理を行う。
これら文書を取締役会及び監査役はいつでも閲覧できるものとする。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、社内規程に基づき、事業活動全般にわたり発生する様々なリスクに対し、統括責

任者として担当役員を置き、その所轄下に事務局機能を有する部署を設けて全社的な管理を
行う。
経営戦略上のリスクに関しては経営会議で、業務上のリスクについては関連部署と管理部

で、それぞれリスク分析及びその対応策を検討し、取締役会において審議する。
また、必要に応じて顧問弁護士等の外部専門家に照会し対処する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役の意思決定を効率的に執行するために有効な社内規程として職務権限規

程、稟議規程等を更新し、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を確保する。また、
取締役会を定期的に開催することで各役員の職務の執行に対する評価・分析を行う。
さらに取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、経営会議にて業務執行に

関する事項及び重要事項に係るテーマについて審議を行う。
また、IT対応に係る内部統制を整備し、有効な社内コミュニケーション機能を構築する。
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⑤ 企業集団の業務の適正を確保するための体制
取締役会は、グループ会社を管理する部署及び規程を定め、適正かつ効率的なグループ会

社運営を行う。
取締役会は、主要なグループ会社に対してはその業務等について、必要に応じて取締役会

への報告を求める。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
る事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役が職務を補助すべき使用人を求めた場合、管理部、経営企画室、及び内部監査室に

所属する使用人を随時監査役の職務にあたらせる。当該使用人の人事については、取締役が
監査役の同意を求める。また、その独立性を確保するため、当該使用人に対する指揮命令は
監査役にのみ属する。

⑦ 監査役への報告体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役又は使用人は、法令・定款及び社内規程に違反する恐れのあることを発見したとき

は、直ちに監査役に報告する。
また、監査役は社内規程に基づき、取締役のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行

状況を把握するため、取締役会や経営会議等の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議
書その他業務執行に関する文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求め
ることとする。
なお、監査役は、内部監査担当や監査法人と情報の交換を行うなどの連携を図っていく。

⑧ その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保する体制
監査役は、あらゆる会議への出席権限を有するものとし、代表取締役社長及び各取締役と

定期的に意見交換会を開催し取締役及び使用人に対する調査・是正を行うとともに、コンプ
ライアンス、情報保存・管理、リスク管理に関与する部署、経営企画室及び内部監査室との
連携を図るものとする。また、監査役は共有サーバーへのアクセスなどにより各種会議の議
事録等の情報を閲覧できるものとする。

⑨ 前記の内部統制システムの当事業年度におけるその運用状況
イ．取締役・使用人の職務執行の法令・定款への適合性及び効率性の確保

定例取締役会（毎月１回）及び臨時取締役会を合わせて28回開催し、定例報告確認事
項ほか、取締役会規程に定められた重要項目について確認・決定するとともに、取締役の
職務執行状況等の相互確認を行いました。

ロ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理
「文書保管管理規程」に基づき、取締役会資料をはじめとする取締役の職務執行に係る
文書及びデータを時系列に保存いたしました。

2023年09月28日 15時25分 $FOLDER; 33ページ （Tess 1.50(64) 20221223_01）



― 33 ―

ハ．損失の危険の管理
リスクについて、リスクコンプライアンス委員会及び経営会議等を通じて各部門長から

報告を受け、その管理状況を確認いたしました。
二．監査役の職務を補助する使用人の、取締役からの独立性確保及び使用人に対する指示の
実効性確保
監査役の職務の補助に当たる業務関連部署の使用人から、取締役からの独立性及び使用

人に対する指示の実効性確保に対する疑義指摘は、使用人、監査役のいずれからもありま
せんでした。

ホ．取締役及び使用人から監査役への報告
監査役に報告すべき事項の報告を行った取締役及び使用人が、当該報告をしたことを理

由として不利な取り扱いを受けた事例は認められませんでした。
へ．監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理

監査役が、その職務執行に伴い生ずる費用については、会社が負担することとなってい
ますが、発生はしておりません。

ト．その他監査役の監査に関する実効性確保
取締役会、経営会議、部課長会及びリスクコンプライアンス委員会に出席し、経営方

針、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク及び監査上重要課題等について確認い
たしました。また、監査法人とのディスカッション等で情報交換を行いました。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2023年７月31日現在）

(単位：千円)
科 目 金 額 科 目 金 額
(資 産 の 部) (負 債 の 部)

流 動 資 産 15,805,040 流 動 負 債 9,283,392
現 金 及 び 預 金 3,272,694 買 掛 金 98,988
売 掛 金 29,847 短 期 借 入 金 5,688,288
販 売 用 不 動 産 11,496,600 １年内償還予定の社債 20,000
未 成 工 事 支 出 金 122,776 １年内返済予定の長期借入金 414,072
前 渡 金 637,496 リ ー ス 債 務 2,377
前 払 費 用 139,111 未 払 金 852,319
そ の 他 106,514 未 払 法 人 税 等 284,527

固 定 資 産 4,154,440 前 受 金 355,769
有 形 固 定 資 産 2,729,234 預 り 金 845,985

建 物 1,158,854 預 り 保 証 金 400,779
工 具、 器 具 及 び 備 品 58,490 賞 与 引 当 金 88,141
土 地 1,505,379 そ の 他 232,143
リ ー ス 資 産 6,510 固 定 負 債 3,543,707

無 形 固 定 資 産 646,832 社 債 10,000
ソ フ ト ウ エ ア 449,683 長 期 借 入 金 2,982,655
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定 196,747 リ ー ス 債 務 4,741
そ の 他 400 退 職 給 付 に 係 る 負 債 68,468

投 資 そ の 他 の 資 産 778,373 資 産 除 去 債 務 220,803
長 期 前 払 費 用 121,036 長 期 預 り 保 証 金 33,020
敷 金 及 び 保 証 金 473,677 賃 貸 事 業 預 り 敷 金 224,017
繰 延 税 金 資 産 155,977 負 債 合 計 12,827,099
そ の 他 58,031 (純 資 産 の 部)
貸 倒 引 当 金 △30,348 株 主 資 本 7,111,391

資 本 金 700,606
資 本 剰 余 金 600,606
利 益 剰 余 金 5,810,179

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 6,155
為 替 換 算 調 整 勘 定 6,842
退職給付に係る調整累計額 △687

新 株 予 約 権 14,834
純 資 産 合 計 7,132,380

資 産 合 計 19,959,480 負 債 ・ 純 資 産 合 計 19,959,480
（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
(自至 2022

2023
年
年

８
７

月
月

１
31

日
日)

(単位：千円)
科 目 金 額

売 上 高 63,647,613
売 上 原 価 54,686,467
売 上 総 利 益 8,961,145
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,440,421
営 業 利 益 1,520,724
営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 47
違 約 金 収 入 29,372
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 9,480
そ の 他 7,618 46,517
営 業 外 費 用
支 払 利 息 94,379
違 約 金 20,856
支 払 手 数 料 75,846
支 払 保 証 料 8,963
そ の 他 5,089 205,134
経 常 利 益 1,362,107
特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 132,151 132,151
特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 1,269
固 定 資 産 除 却 損 14,790 16,060
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,478,199
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 511,498
法 人 税 等 調 整 額 △21,358 490,139
当 期 純 利 益 988,060
親会社株主に帰属する当期純利益 988,060

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
(自至 2022

2023
年
年

８
７

月
月

１
31

日
日)

(単位：千円)
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
当 期 首 残 高 696,886 596,886 4,917,834 6,211,606
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 3,720 3,720 7,440
剰 余 金 の 配 当 △95,714 △95,714
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 988,060 988,060

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 3,720 3,720 892,345 899,785
当 期 末 残 高 700,606 600,606 5,810,179 7,111,391

(単位：千円)
その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 6,239 96 6,336 6,369 6,224,311
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 7,440
剰 余 金 の 配 当 △95,714
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 988,060

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額 ) 602 △783 △180 8,464 8,283

当 期 変 動 額 合 計 602 △783 △180 8,464 908,069
当 期 末 残 高 6,842 △687 6,155 14,834 7,132,380

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
１．連結の範囲に関する事項

全ての子会社を連結しております。
連結子会社の数 ４社
連結子会社の名称 株式会社ランドインシュア

株式会社ランドネット九州
日昇房屋有限公司
日商朗透房屋股份有限公司

２．連結子会社の事業年度等に関する事項
全ての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

３．会計方針に関する事項
（１）重要な資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産、未成工事支出金
個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、建物（建物附属設備を除く）及び2016年４月１日以降に取得した建物附属設備
については定額法）を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３～39年
工具、器具及び備品 ３～20年

②無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいておりま

す。
③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価
額を零とする定額法を採用しております。
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（３）重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計上しております。

（４）重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容

及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
① 不動産売買事業
イ．買取販売、買取リフォーム販売

当社グループは、不動産所有者から中古マンション等を取得し、必要に応じてリフォームを実施
することで資産価値を高めた後、主に不動産業者や投資家等に販売しております。
買取販売、買取リフォーム販売では、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引き渡しを行

う義務を負っております。
当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引き渡し時点で収益を

計上しております。
ロ．仲介

当社グループは、中古マンション等の売買について売主と買主の間に立ち売買契約を成立させて
おります。
仲介では、顧客との媒介契約に基づき対象物件の販売活動から契約条件の調整、契約関連書類の

作成・交付、重要事項説明、物件の引き渡しに至る一連の業務に関する義務を負っております。
当該履行義務は、仲介により成立した不動産売買契約に関する物件が引き渡される一時点で充足

されるものであり、当該引き渡し時点で収益を計上しております。
ハ．リフォーム工事

当社グループは、マンション等のリフォーム工事を請け負っております。
リフォーム工事では、顧客との工事請負契約に基づき、工事を完成させる義務を負っておりま

す。
当該履行義務は、工事期間がごく短いため、工事完了時点で収益を計上しております。

2023年09月28日 15時25分 $FOLDER; 39ページ （Tess 1.50(64) 20221223_01）



― 39 ―

② 不動産賃貸管理事業
イ．賃貸管理

当社グループは、顧客が所有する賃貸不動産の賃貸管理を行っております。
賃貸管理では、入居者の募集、賃料等の徴収、契約更新等に係る事務業務を遂行する義務を負っ

ております。
当該履行義務は、それぞれのサービスが提供される一時点で充足されるものであり、サービスの

提供が完了した時点において収益を計上しております。
ロ．賃貸リフォーム工事

当社グループは、賃貸不動産のリフォーム工事を請け負っております。
賃貸リフォーム工事では、顧客との工事請負契約に基づき、工事を完成させる義務を負っており

ます。
当該履行義務は、工事期間がごく短いため、工事完了時点で収益を計上しております。

ハ．家賃保証
当社グループは、顧客が所有する賃貸不動産の家賃保証を行っております。
家賃保証では、賃貸不動産の入居者の賃貸料等を保証する義務を負っております。
当該履行義務は、契約で定められた保証期間にわたり充足されるものであり、当該期間にわたり

均等に収益を計上しております。

（５）その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理の方法

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上し
ております。退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属さ
せる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しており
ます。

（会計方針の変更に関する注記）
（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時
価算定会計基準適用指針」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－
２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたっ
て適用することとしております。これによる連結計算書類への影響はありません。
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（会計上の見積りに関する注記）
１．販売用不動産の評価
（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

販売用不動産 11,496,600千円
（２）連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

①算出方法
当社グループは、販売用不動産について、正味売却価額が販売用不動産の帳簿価額を下回った場合

には、正味売却価額をもって連結貸借対照表価額としております。
②主要な仮定

正味売却価額の算出に用いた主要な仮定は販売見込額であり、近隣の取引事例や直近の販売実績等
に基づき算出しております。

③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
経済情勢や不動産市況の悪化等により、正味売却価額が見込以上に下落した場合、又は滞留資産が

増加した場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類において評価損の追加計上が必要となる可能性が
あります。

２．固定資産の減損
（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

有形固定資産 2,729,234千円
無形固定資産 646,832千円
減損損失 －千円

（２）連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
①算出方法

当社グループは、固定資産について、資産又は資産グループから得られる営業損益の継続的なマイ
ナス、又は継続的なマイナスの見込等を減損の兆候とし、減損の兆候があると認められた場合には、
減損損失の認識の要否を判定しております。判定には将来キャッシュ・フローの見積金額を用いてお
り、減損損失の認識が必要と判断された場合には、帳簿価額が回収可能価額を上回る金額を減損損失
として計上しております。

②主要な仮定
将来キャッシュ・フローを算出するにあたっては、事業計画を基準として合理的な見積りを行って

おります。
③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

事業計画や市場環境の変化により、見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、減損処理
が必要となる可能性があります。
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（追加情報）
１．財務制限条項

当社が2022年12月23日に締結した融資契約（当連結会計年度末短期借入金残高623,200千円）には、下
記の財務制限条項が付されております。
（１）各事業年度の末日及び第２四半期末日において、貸借対照表の純資産を2020年７月期及び直前決算

期の末日における純資産の75％以上に維持すること
（２）各事業年度の末日及び第２四半期末日において、損益計算書の経常損益を２期連続で損失としないこ

と
（３）各事業年度の末日及び第２四半期末日において、貸借対照表における在庫回転期間( (販売用不動産土

地＋販売用不動産建物＋仕掛品＋貯蔵品)÷(売上高÷損益計算書の対象月数))を６ヶ月を超過させな
いこと

（４）各事業年度の末日及び第２四半期末日において、貸借対照表におけるデットキャパシティレシオ(有利
子負債÷(現預金＋有価証券＋有形固定資産＋投資有価証券))を150％以下に維持すること

当連結会計年度末において（４）の条項に抵触しておりますが、関係金融機関と財務状態及び資金計画等
の協議を行った結果、期限の利益喪失の権利行使をしない旨の同意を得ております。

２．有形固定資産から販売用不動産への振替
保有目的変更により、有形固定資産のうち413,529千円を、販売用不動産に振替いたしました。

３．連結子会社の解散決議
当社は、2023年４月17日の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社ランドネット九州を解

散及び清算することを決議しております。
当該子会社は、2023年４月17日付で解散し、現在清算手続き中であります。

当該子会社の概要
（１）商号 株式会社ランドネット九州
（２）所在地 福岡県福岡市中央区天神五丁目９番２号
（３）代表者 代表取締役社長 榮 章博（当社代表取締役）
（４）主な事業内容 不動産の売買・売買仲介事業

賃貸・賃貸仲介・賃貸管理事業
リフォーム事業・リノベーション事業

（５）資本金 10百万円
（６）設立年月日 2022年４月15日
（７）大株主及び持株比率 株式会社ランドネット（100.0％）
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（連結貸借対照表に関する注記）
１．担保に供している資産及び担保に係る債務
（１）担保に供している資産
現金及び預金 780,012千円
販売用不動産 5,812,422千円
建物 772,209千円
土地 1,344,441千円

計 8,709,086千円
（２）担保に係る債務
短期借入金 4,588,850千円
１年内返済予定の長期借入金 134,651千円
長期借入金 2,131,192千円

計 6,854,693千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 327,502千円

３．保証債務
当社は、契約に基づき家賃保証をしております。
保証業務に係る債務保証残高 4,774,414千円
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 2,967,900 2,983,900 － 5,951,800
（注） （変動事由の概要）

増加数の内訳は、次のとおりであります。
株式分割による増加 2,975,100株
新株予約権の権利行使による増加 8,800株

２．配当に関する事項
（１）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

1株あたりの
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2022年10月28日
定 時 株 主 総 会 普通株式 95,714 32.25 2022年７月31日 2022年10月31日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

1株あたりの
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2023年10月27日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 110,108 18.50 2023年７月31日 2023年10月30日

３．当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の
種類及び数

普通株式 63,000株
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また資金調達については銀行借入や社
債発行による方針であります。

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
金融資産である預金は、主に普通預金であり、預入先の信用リスクに晒されておりますが、預入先は信

用度の高い銀行であります。
借入金及び社債の使途は、運転資金及び設備投資資金であり、資金調達に係る流動性リスクに晒されて

おりますが、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を維持することなどにより当該リ
スクを管理しております。

（３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに

より、当該価額が変動することがあります。

２．金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

連結貸借対照表
計上額（千円） 時価（千円） 差額（千円）

(1) 社債（※２） 30,000 29,958 △41
(2) 長期借入金（※２） 3,396,727 3,396,682 △45
負債計 3,426,727 3,426,641 △86

（※１）現金は注記を省略しており、預金、短期借入金、未払金、預り金は短期間で決済されるため時価が帳簿
価額に近似することから、記載を省略しております。

（※２）社債及び長期借入金には、１年以内償還予定分又は１年以内返済予定分を含めて表示しております。
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
社債 － 29,958 － 29,958
長期借入金 － 3,396,682 － 3,396,682
負債計 － 3,426,641 － 3,426,641

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
社債
社債の時価については、元利金の合計額を新規に同様の発行を行った場合に想定される利率で割り引い

て算定しておりレベル２の時価に分類しております。

長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割

り引いて算定しておりレベル２の時価に分類しております。
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（賃貸等不動産に関する注記）
１．賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、東京都その他の地域において、賃貸用のマンションを有しております。

２．賃貸等不動産の時価に関する事項
（単位：千円)

連結貸借対照表計上額 時価
2,387,355 2,484,635

（注）１ 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２ 当期末の時価は、主要な物件については「不動産鑑定評価基準」に基づいて算定することとしており、

その他の物件については、固定資産税評価額等を基に合理的に調整した価額を用いております。

（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、次のとおりであります。
(単位：千円)

不動産売買事業 不動産賃貸管理事業 合計
売上高
顧客との契約から生じる収益 62,563,182 715,055 63,278,237
その他の収益 195,996 173,378 369,375
外部顧客への売上高 62,759,178 888,434 63,647,613

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「（連結計算書類の作成のための基本とな

る重要な事項に関する注記等）３．会計方針に関する事項（４）重要な収益及び費用の計上基準」に記載のと
おりであります。
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３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計
年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報

（１）契約資産及び契約負債の残高等
（単位：千円）

当連結会計年度
期首残高 期末残高

契約負債 324,447 355,769
契約負債は、主に不動産売買契約に基づいて顧客から受け取った手付金等の前受金及び工事請負契約に基づく

顧客から受け取った未成工事受入金であります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、323,637千円であ

ります。

（２）残存履行義務に配分した取引価格
当社グループは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、家賃保証は

契約期間が１年以内であることから、また、賃貸管理における履行義務については、履行義務の充足から生
じる収益を「収益認識に関する会計基準の適用指針」第19項に従って認識していることから、それぞれ注
記を省略しております。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 1,195円86銭
１株当たり当期純利益 166円09銭

（注）当社は、2022年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。当連結会計
年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり情報の各金額を算定しております。
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貸 借 対 照 表
（2023年７月31日現在）

(単位：千円)
科 目 金 額 科 目 金 額
(資 産 の 部) (負 債 の 部)

流 動 資 産 15,716,174 流 動 負 債 9,271,690
現 金 及 び 預 金 3,188,134 買 掛 金 98,213
売 掛 金 30,713 短 期 借 入 金 5,688,288
販 売 用 不 動 産 11,496,600 １年内償還予定の社債 20,000
未 成 工 事 支 出 金 122,776 １年内返済予定の長期借入金 414,072
前 渡 金 631,063 リ ー ス 債 務 2,377
前 払 費 用 138,516 未 払 金 873,325
立 替 金 51,360 未 払 法 人 税 等 274,245
そ の 他 57,010 前 受 金 332,386

固 定 資 産 4,163,395 預 り 金 848,682
有 形 固 定 資 産 2,729,234 預 り 保 証 金 400,779

建 物 1,158,854 賞 与 引 当 金 88,141
工具、器具及び備品 58,490 そ の 他 231,177
土 地 1,505,379 固 定 負 債 3,542,717
リ ー ス 資 産 6,510 社 債 10,000

無 形 固 定 資 産 646,832 長 期 借 入 金 2,982,655
ソ フ ト ウ エ ア 449,683 リ ー ス 債 務 4,741
ソフトウエア仮勘定 196,747 退 職 給 付 引 当 金 67,478
そ の 他 400 長 期 預 り 保 証 金 220,803

投資その他の資産 787,329 資 産 除 去 債 務 33,020
関 係 会 社 株 式 18,218 賃貸事業預り敷金 224,017
長 期 前 払 費 用 121,036 負 債 合 計 12,814,407
敷 金 及 び 保 証 金 471,222 (純 資 産 の 部)
繰 延 税 金 資 産 149,169 株 主 資 本 7,050,328
そ の 他 58,031 資 本 金 700,606
貸 倒 引 当 金 △30,348 資 本 剰 余 金 600,606

資 本 準 備 金 600,606
利 益 剰 余 金 5,749,116
利 益 準 備 金 25,000
そ の 他 利 益 剰 余 金 5,724,116
繰 越 利 益 剰 余 金 5,724,116

新 株 予 約 権 14,834
純 資 産 合 計 7,065,162

資 産 合 計 19,879,570 負 債 ・ 純 資 産 合 計 19,879,570
（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
(自至 2022

2023
年
年

８
７

月
月

１
31

日
日)

(単位：千円)
科 目 金 額

売 上 高 63,579,609
売 上 原 価 54,665,254
売 上 総 利 益 8,914,355
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,443,152
営 業 利 益 1,471,203
営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 30,111
違 約 金 収 入 29,372
受 取 手 数 料 197
関 係 会 社 業 務 受 託 料 1,320
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 9,480
そ の 他 7,394 77,875
営 業 外 費 用
支 払 利 息 94,209
社 債 利 息 169
違 約 金 20,856
支 払 手 数 料 75,846
支 払 保 証 料 8,963
そ の 他 3,876 203,921
経 常 利 益 1,345,157
特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 132,151 132,151
特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 1,269
固 定 資 産 除 却 損 14,790 16,060
税 引 前 当 期 純 利 益 1,461,248
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 494,732
法 人 税 等 調 整 額 △20,164 474,568
当 期 純 利 益 986,680

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
(自至 2022

2023
年
年

８
７

月
月

１
31

日
日)

(単位：千円)
株主資本

資本金 資本剰余金
資本準備金 資本剰余金合計

当 期 首 残 高 696,886 596,886 596,886
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 3,720 3,720 3,720
剰 余 金 の 配 当
当 期 純 利 益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 3,720 3,720 3,720
当 期 末 残 高 700,606 600,606 600,606

(単位：千円)
株主資本

新株予約権 純 資 産
合 計

利益剰余金
株 主 資 本
合 計利益準備金

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 25,000 4,833,150 4,858,150 6,151,922 6,369 6,158,291
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 7,440 7,440
剰 余 金 の 配 当 △95,714 △95,714 △95,714 △95,714
当 期 純 利 益 986,680 986,680 986,680 986,680
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 8,464 8,464

当 期 変 動 額 合 計 － 890,965 890,965 898,405 8,464 906,870
当 期 末 残 高 25,000 5,724,116 5,749,116 7,050,328 14,834 7,065,162

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式
移動平均法による原価法

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産、未成工事支出金
個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）

３．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、建物（建物附属設備を除く）及び2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につ
いては定額法）を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３～39年
工具、器具及び備品 ３～20年

（２）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいておりま

す。
（３）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額
を零とする定額法を採用しております。

４．引当金の計上基準
（１）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

（２）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。

（３）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しており

ます。退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につ
いては、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
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５．重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義

務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
（１）不動産売買事業

①買取販売、買取リフォーム販売
当社は、不動産所有者から中古マンション等を取得し、必要に応じてリフォームを実施することで資

産価値を高めた後、主に不動産業者や投資家等に販売しております。
買取販売、買取リフォーム販売では、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引き渡しを行う義

務を負っております。
当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引き渡し時点で収益を計上

しております。
②仲介
当社は、中古マンション等の売買について売主と買主の間に立ち売買契約を成立させております。
仲介では、顧客との媒介契約に基づき対象物件の販売活動から契約条件の調整、契約関連書類の作

成・交付、重要事項説明、物件の引き渡しに至る一連の業務に関する義務を負っております。
当該履行義務は、仲介により成立した不動産売買契約に関する物件が引き渡される一時点で充足され

るものであり、当該引き渡し時点で収益を計上しております。
③リフォーム工事
当社は、マンション等のリフォーム工事を請け負っております。
リフォーム工事では、顧客との工事請負契約に基づき、工事を完成させる義務を負っております。
当該履行義務は、工事期間がごく短いため、工事完了時点で収益を計上しております。

（２）不動産賃貸管理事業
①賃貸管理
当社は、顧客が所有する賃貸不動産の賃貸管理を行っております。
賃貸管理では、入居者の募集、賃料等の徴収、契約更新等に係る事務業務を遂行する義務を負ってお

ります。
当該履行義務は、それぞれのサービスが提供される一時点で充足されるものであり、サービスの提供

が完了した時点において収益を計上しております。
②賃貸リフォーム工事
当社は、賃貸不動産のリフォーム工事を請け負っております。
賃貸リフォーム工事では、顧客との工事請負契約に基づき、工事を完成させる義務を負っておりま

す。
当該履行義務は、工事期間がごく短いため、工事完了時点で収益を計上しております。
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③家賃保証
当社は、顧客が所有する賃貸不動産の家賃保証を行っております。
家賃保証では、賃貸不動産の入居者の賃貸料等を保証する義務を負っております。
当該履行義務は、契約で定められた保証期間にわたり充足されるものであり、当該期間にわたり均等

に収益を計上しております。

（会計上の見積りに関する注記）
１．販売用不動産の評価
（１）当事業年度の計算書類に計上した金額

販売用不動産 11,496,600千円
（２）計算書類利用者の理解に資するその他の情報

連結注記表（会計上の見積りに関する注記）に記載のとおりであります。

２．固定資産の減損
（１）当事業年度の計算書類に計上した金額

有形固定資産 2,729,234千円
無形固定資産 646,832千円
減損損失 －千円

（２）計算書類利用者の理解に資するその他の情報
連結注記表（会計上の見積りに関する注記）に記載のとおりであります。
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（会計方針の変更に関する注記）
（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時
価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項
に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適
用することとしております。これによる計算書類への影響はありません。

（追加情報）
１．財務制限条項

当社が2022年12月23日に締結した融資契約（当事業年度末短期借入金残高623,200千円）には、下記の
財務制限条項が付されております。
（１）各事業年度の末日及び第２四半期末日において、貸借対照表の純資産を2020年７月期及び直前決算

期の末日における純資産の75％以上に維持すること
（２）各事業年度の末日及び第２四半期末日において、損益計算書の経常損益を２期連続で損失としないこ

と
（３）各事業年度の末日及び第２四半期末日において、貸借対照表における在庫回転期間( (販売用不動産土

地＋販売用不動産建物＋仕掛品＋貯蔵品)÷(売上高÷損益計算書の対象月数))を６ヶ月を超過させな
いこと

（４）各事業年度の末日及び第２四半期末日において、貸借対照表におけるデットキャパシティレシオ(有利
子負債÷(現預金＋有価証券＋有形固定資産＋投資有価証券))を150％以下に維持すること

当事業年度末において（４）の条項に抵触しておりますが、関係金融機関と財務状態及び資金計画等の協
議を行った結果、期限の利益喪失の権利行使をしない旨の同意を得ております。

２．有形固定資産から販売用不動産への振替
保有目的変更により、有形固定資産のうち413,529千円を、販売用不動産に振替いたしました。
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（貸借対照表に関する注記）
１．担保に供している資産及び担保に係る債務
（１）担保に供している資産

現金及び預金 780,012 千円
販売用不動産 5,812,422 千円
建物 772,209 千円
土地 1,344,441 千円

計 8,709,086 千円
（２）担保に係る債務

短期借入金 4,588,850 千円
１年内返済予定の長期借入金 134,651 千円
長期借入金 2,131,192 千円

計 6,854,693 千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 327,502 千円

３．保証債務
当社は、契約に基づき家賃保証をしております。
保証業務に係る債務保証残高 32,259 千円

４．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）
短期金銭債権 3,119 千円
長期金銭債権 13,500 千円
短期金銭債務 24,000 千円

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高
営業取引による取引高

販売費及び一般管理費 23,339 千円
営業取引以外の取引による取引高 31,387 千円

2023年09月28日 15時25分 $FOLDER; 56ページ （Tess 1.50(64) 20221223_01）



― 56 ―

（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
未払事業税 18,454 千円
資産除去債務 67,620 千円
未払法定福利費 13,720 千円
未払不動産取得税 13,625 千円
賞与引当金 26,993 千円
退職給付引当金 20,665 千円
未払事業所税 3,191 千円
貸倒引当金 9,294 千円
減価償却費 5,282 千円
棚卸資産 10,943 千円
地代家賃 7,033 千円
その他 2,195 千円

繰延税金資産合計 199,019 千円

繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △49,014 千円
その他 △836 千円

繰延税金負債合計 △49,850 千円
繰延税金資産の純額 149,169 千円

（収益認識に関する注記）
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表（収益認識に関する注記）」

に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 1,184円57銭
１株当たり当期純利益 165円86銭
（注）当社は、2022年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。当事業年度

の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり情報の各金額を算定しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2023年９月21日
株式会社ランドネット
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 奥 見 正 浩

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 齋 藤 克 宏

監査意見
当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社ランドネットの２０２２年８月１日から

２０２３年７月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連
結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、株式会社ランドネット及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法
人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開

示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用に
おける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意
を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関
する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ

とにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計
すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した

監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
おいて連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事
項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計
算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監
査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査
人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した

内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し

たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減する
ためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2023年９月21日
株式会社ランドネット
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 奥 見 正 浩

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 齋 藤 克 宏

監査意見
当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ランドネットの２０２２年８月１
日から２０２３年７月３１日までの第２４期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開

示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用に
おける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ

の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他

の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ

とにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な

虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお
いて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適
切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した

内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し

たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減する
ためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書
監査報告書

当監査役会は、2022年８月１日から2023年７月31日までの第24期事業年度の取締役の職務の執行に
関して、各監査役からの報告に基づき審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１ 監査役及び監査役会の監査の方法およその内容
(1)監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受
けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。

(2)各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、オンライン会議ツールも活用しながら
取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとと
もに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、

必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状
況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、
必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社
から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第
３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統
制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及びEY
新日本有限責任監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会
計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査
人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事
項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の
通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２ 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当と認めます。また、当該内部統制システムに関す

る取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。
(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年９月21日
株式会社ランドネット 監査役会

常勤監査役 柳 久 之

社外監査役 河 野 次 郎

社外監査役 亀 田 茂

以 上
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東武百貨店
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センターエレベーター

センターエレベーター

B1Fから
オフィス
ロビー

1Fから

オフィスエレベーター
JR池袋駅メトロポリタン口東武東上線

南改札

・JR　山手線　埼京線　湘南新宿ライン
・東京メトロ　丸ノ内線　有楽町線　副都心線　・西武池袋線　・東武東上線

JR 山手線　JR埼京線　JR湘南新宿ライン

東武東上線

西武池袋線

東京メトロ副都心線

東京メトロ有楽町線

東京メトロ丸ノ内線

ステーションコンファレンス池袋 Room 1
東京都豊島区西池袋一丁目 11番 1号
メトロポリタンプラザビル 12階　

池袋駅

JR池袋駅構内より C メトロポリタン口改札をご利用ください。
その先は下記地図をご参照ください。

東武東上線池袋駅構内より B 南改札をご利用ください。
その先は下記地図をご参照ください。

B１F改札より池袋駅コンコースを通り、A 有楽町線南通路西改札に
向かい、その先は下記地図をご参照ください。

西通路東改札を出て、A 有楽町線南通路西改札に向かい、
その先は下記地図をご参照ください。

有楽町線池袋駅構内より A 南通路西改札をご利用ください。
その先は下記地図をご参照ください。

中央通路中央改札を出て、 A 有楽町線南通路西改札に向かい、
その先は下記地図をご参照ください。

株主総会　会場ご案内図

池袋駅の各路線から会場までのご案内

B1F 1F 2FＡ 東京メトロ 有楽町線 南通路西改札 Ｂ 東武東上線 南改札 Ｃ JR メトロポリタン口改札

◆プリズムガーデン
エスカレーターで１Fへ

◆メトロポリタンプラザビル
オフィス内エスカレーターで２Fへ

◆オフィスタワーに入り
オフィスエレベーターで 12Fへ

開　催　日　時

開　催　場　所

最寄駅のご案内

2023 年 10月 27日（金曜日）午前 10時開会
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